（法第２８条第１項関係）
２０２６年度事業計画書

特定非営利活動法人京都教育サポートセンター
２０２６年３月１日～２０２７年２月２８日
１　事業実施の方針
当法人は設立２５年目の四半世紀という大きな節目を迎える。本年度の最優先課題は、事務所移転に伴う日本政策金融公庫からの借入金返済を計画的に遂行し、「持続可能な経営基盤の確立」を実現することである。 　そのため、従来の支援活動の質を維持・向上させると同時に、収益構造の多角化（自主財源の確保、外部協力者の拡大）を強力に推進する。また現在の事務所の所在する京都市南区における認知度の向上を目的とした広報や地元での活動参加なども積極的に行っていくことでコミュニティとしての役割になれることを目指していく。
２　事業の内容
京都教育サポートセンターは２０２５年度後半から活動内容ごとに５つの部門を設定し、活動分野ごとに２０２６年度の活動を予定いたします。
１．個別教育予備校MES（学習支援部門）
· 事業内容: 生きにくさを抱える子どもや若者を対象とした、個別指導学習サポート、家庭教師派遣、および社会性を育むための育成社会性学習の実施。
· 実施方法: 随時予約制による対面またはオンラインでの個別学習指導。一人ひとりの進度や特性に合わせたカリキュラムの提供。家庭教師派遣の実施。
· 2026年度目標:
· 質の高い個別指導による学習遅滞の解消と、自己肯定感の向上。
· 学力に関する悩みや不安を抱える本人・保護者への、相談を通じたきめ細かな家庭連携の維持。
2. まいぺすまいるーと京都（発達障がい等支援活動系統）
· 事業内容: 発達障がいをはじめ、様々な特性や課題を持つ子どもたちへの育成社会性学習、および支援学校等への進学対策サポート。
· 実施方法:　生活をしていくために必要なスキルを磨くためのものを個別にカリキュラムを作成し実施。ご家族と随時相談を行いながら実施。白河総合支援学校をはじめとして支援学校進学に向けたPDCAシートの練習、面接練習なども必要に応じて実施。
· 2026年度目標:
· 一人ひとりの特性に応じた進学対策・社会的自立に向けた基礎力の育成。
· 安心して失敗し、挑戦できる環境の提供。
3. フリースクールゆっ歩京都（フリースクール部門）
· 事業内容: 不登校やひきこもり状態にある子どもたちのための「居場所利用」「自習利用」の提供、および「歩プロジェクト」等の社会活動の実施。
· 実施方法:
· 平日居場所（月曜日・木曜日）および土曜日開所日「レク日」の定期開所。
· 従来の「休業日居場所」を廃止し、ニーズに合わせて休業日であっても一部「レク日」を設定する柔軟な開所体制へ移行。
· 共同作業や他者交流を促進するため、「レク日」の定例イベントとして、毎月第2土曜日に「タイルアートワークショップ」（6月より新規開始）、毎月第3土曜日に「麻雀会」をそれぞれ定期開催する。
· 2026年度目標:
· 安心して過ごせる居場所の提供と、定期的なワークショップ・レクリエーションを通じた心理的ハードルの低い他者交流・自己表現の機会の創出。
· 開所日・イベント内容の見直しにより、利用者がより主体的に参加しやすい多様な機会を創出する。
4. ＫＳＣＥコム京都（人との関わり・メンタルサポート系統）
· 事業内容: 他者との関わりに不安を持つ若者を対象とした、コミュニケーションの練習、コミュニティへの参加支援、およびメンタルサポート。
· 実施方法: 開所日における日常的な関わりや、各種イベント、体験活動を通じた段階的なコミュニケーション支援。
· 2026年度目標:
· 集団の中で安心して他人と関わる練習ができる機会の創出。
· 孤独・孤立状態にある若者が、心理的孤立を防ぎ一歩を踏み出せるための丁寧な傾聴とケアの継続。
5. KSCEベース（家族・支援者支援系統）
· 事業内容: 当事者のご家族や、日頃から当事者を支える支援者のための相談活動、カウンセリング、および家庭への訪問支援（アウトリーチ）。
· 実施方法:
· 随時予約制による事務所での面談・オンライン相談、および必要に応じた家庭訪問活動の実施。
· 事務所への来所が難しい方や潜在的な相談者を支援するため、事務所以外の外部会場を借り受けての「相談会」を年6回〜8回定期開催する。
· 2026年度目標:
· 不登校、ひきこもり、学力の悩み、孤独孤立の状態に直面している本人や家族が早期に相談できる窓口を学外・地域に広げる。
· 家族が孤立しないための相談体制の強化と、適切な専門機関へ紹介・繋ぎを行うネットワークの構築。

6. その他の事業（広報活動・資金調達計画）
· 広報活動の推進:
· X（旧Twitter）、Instagram、Facebook等のSNSや、公式ホームページ・ブログの積極的な更新による活動情報の透明化。
· スライドショー動画や画像を用いた視覚的な活動報告・PRの実施。
· 機関紙「ゆっ歩通信」の発行、および広告掲載スペースの活用による地域・企業への周知。
· noteも運用を開始し、他のSNSと併せてさまさまな情報やコラムの発信。

ホームページ　https://ksce.jpn.og/（情報発信）
ホームページ　https://kscemes.com/（当所活動紹介）
ブログ　https://ksce.jpn.org/?page_id=1234
Facebook　https://www.facebook.com/ksce.apollo
Instagram　ksce7     X：KSCEleader　　　note：ksce
YouTube　https://www.youtube.com/@NPO-rm4gz


· 資金調達（ファンドレイジング）の強化:
· 寄付（100円からの任意寄付、金券・切手類等を含む）の呼びかけと、月額1,000円から支援いただける「賛助会員（サポーター会員）」の継続的な新規募集。
· フリマ・バザー等のリユース活動に向けた物品寄贈の受付と実施。
· 利用者の作業機会（内職・軽作業など）創出を兼ねた、外部からの画像・チラシ作成や文書作成等の受注、および活動を支える融資・協賛パートナーの開拓。
· 募金箱設置の協力先開拓など、地域に根ざした多角的な財政基盤の強化。


２　定款に基づく事業の実施に関する事項
　(1) 特定非営利活動に係る事業
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	不登校等の青少年に対する総合的な学習支援事業
	· 不登校等の状態で学力不振の状態にある者に対する学習指導教室運営
· 不登校の状態にある生徒等に対する家庭学習指導員の派遣による訪問支援
· フリースペースを提供し、不登校等の状態にある生徒等に対して、自立した社会生活を目指すための総合支援活動


· 社会的自立へ向けた社会性の向上を目的とした総合プロジェクト活動
	随時



随時



毎週月曜日木曜日・土曜日

随時
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事業全体
ボランティア評価費用を含む
（全事業合計）





　



	不登校等の青少年に対するレクリエーション事業
	· 自立支援活動「歩プロジェクト」として各種レクリエーション活動・定期活動を行う
	随時



	事務所
京都府下


	１０


　　
	３０名



	上記に含む



	不登校等になった青少年に関する相談及び支援事業
	· 不登校等の状態にある生徒のご家族等に対する相談
・不登校・ひきこもりの状態にある若者に対する本人または保護者に対しての家庭訪問（相談）活動
・心理面・対人面有料相談（オンライン含む）
・ＳＮＳ・メール・電話を用いた相談活動
・相談会の実施
	随時
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	２


４




３

　　１

３
	ご家族８０


ご家族１５




相談者５０
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※事務所：千本十条事務所　　サテライト：烏丸五条サテライト（進学塾ビッグバン京都校）
